
水道事業では、地方公営企業法を適用した「公営企業会計」という会計方式を採用しています。公営企業会計

では、大きく ①収益的収支 ②資本的収支 ③内部留保資金 の３つの区分で会計を管理しています。

① 収益的収支……水道料金などによる収入や維持管理経費などの支出を中心とした営業活動の収支

② 資本的収支……水道施設の改良や新しい施設をつくるための支出と、その財源となる補助金や借入金

③ 内部留保資金…減価償却費など、実際にお金の支出がない費用計上によって生じた資金で、主に施設

整備の費用や、施設整備のための借入金の元金返済の財源とするもので、②に不足が

生じた場合に補てん財源として使用するもの

【令和３年度の決算の状況】

収益的収支は５億７，７５２万円の純利益となり、資本的収支は５億４，９７６万円の

不足額がでましたが、建設改良積立金、減債積立金等により補てんしました。決算の詳し

い内容は、広報なとり１１月号でお知らせします。

不可抗力により漏水したときなど水道使用量が多くなった分は、水道料金等減免申請により、審査結果で使

用水量を減量できる場合があります。申請には「修繕証明書」の添付が必要となり、未指定事業者が施工した

修繕証明書では受付できませんのでご注意ください。

水道メーターよりも家屋側での漏水の修理は個人負担です。漏水をそのままにしておくと水道料金や修理費

用もかさんでいきますので、見つけた場合は早めに修理しましょう。

令和４年１０月号

水道豆知識 「漏水修理をしたのですが、漏水した水量分の料金の減額制度はありますか？」

漏水調査のお知らせ（調査期間１０月～２月）

「公営企業会計」と決算の状況

〒981-1292 宮城県名取市増田字柳田80 名取市水道事業所水道総務係 電話 022-724-7136 

名取市ホームページ https://www.city.natori.miyagi.jp 水道事業所Twitter ＠natori_suidou

地下内で発生する漏水の早期発見のため、道路内にある配水管からお客様の水道メーターまでの漏水調査を実

施しています。調査員は、市が発行した身分証を携帯して調査作業を行います。また、この調査に関して料金を

請求することはありません。

音聴調査

水道メーターや止水栓に音

聴棒を当てて聞こえてくる

音で水漏れが起きているか

調査します。

●調査期間：令和４年１０月３日（月）～令和５年２月２０日（月）（午前９時～午後５時）

●調査地区：高舘、大手町 地内（その他緊急漏水箇所）

●調査業者：フジテコム㈱北日本支店

●調査内容：お客様のお宅の水道メーター箇所まで立ち入りさせていただき、メーターや止水栓から漏水音を

聴き取ります。調査の際は事前にお知らせしますので、立ち入り等に関してご協力をお願いしま

す。

漏水探知機

振動で水漏れをしている場所

を推測していく、機械を使っ

た調査方法です。

給・配水管路上の路面を調査

し、漏水箇所を確定します。


